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第5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 

5.1 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 

5.1.1 配慮書に対する経済産業大臣の意見 

環境影響評価法第3条の6の規定に基づき、経済産業大臣に対し、環境保全の見地から意見を求めた。

それに対する経済産業大臣の意見（平成26年2月24日）は、次に示すとおりである。 
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5.1.2 経済産業大臣の意見に対する事業者の見解 

配慮書に対する経済産業大臣の意見及びそれに対する事業者の見解は、表5-1-1に示すとおりであ

る。 

 

表5-1-1 配慮書に対する経済産業大臣意見と事業者の見解 

経済産業大臣の意見 事業者の見解 

方法書で示す対象事業実施区域の検討に当たっては、

鳥類の専門家の意見を聴取し、鳥類への影響に配慮する

こと。 

対象事業実施区域の設定及び調査手法の検討にあた

り、鳥類について地元の専門家等へヒアリングを実施し

ました。 

なお、その結果は、「第6章 対象事業に係る環境影

響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法」に記載

しました。 
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